
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
認
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
三

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
三

公
　
　
　
告

○
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
四

○
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
指
定
施
術
機
関
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
五

○
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
五

○
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
指
定
施
術
機
関
の
廃
止
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
五

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
変
更
に
伴
う
公
告
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
五

○
建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し
（
十
一
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
六

○
基
本
測
量
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
八

○
公
共
測
量
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
八

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
八

人
事
委
員
会

○
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
三
七
九

○
山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
三
七
九

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
十
二
号

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四

十
九
号
）
第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
を
認
定
し
た

の
で
、
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名
　
株
式
会
社
さ
ん
け
い
　
代
表
取
締

役
社
長
　
辻
孝
二

二
　
住
所
　
南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
千
百
八
十
番
地
一

山
梨
県
告
示
第
二
百
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う

に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

山
梨
市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
山
梨
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

山
梨
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

山
梨
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
二
百
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う

に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

山
梨
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
二
十
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
七
三

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
五
年

六
月
十
三
日

第
二
千
三
百
二
十
九
号

木　曜　日



（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

山
梨
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

山
梨
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

公
　
　
　
告

'

生
活
保
護
法
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
指
定

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

医
療
機
関
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

名
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
地

指
　
定
　
年
　
月
　
日

原
口
内
科
・
腎
ク
リ
ニ
ッ

甲
斐
市
篠
原
二
千
九
百
七
十
五
番
地
一
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日

ク株
式
会
社
ウ
エ
ノ
ウ
エ
ノ

甲
府
市
朝
日
二
丁
目
十
三
番
九
号

朝
日
薬
局

上
野
原
市
立
病
院

上
野
原
市
上
野
原
三
千
五
百
四
番
地
三

医
療
法
人
Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｙ
Ｓ
Ｔ

甲
府
市
和
戸
町
六
百
七
十
九
番
地

Ｅ
Ｍ
に
し
お
か
内
科
ク
リ

ニ
ッ
ク
Ｒ
Ａ

医
療
法
人
社
団
裕
人
会
石

笛
吹
市
石
和
町
窪
中
島
百
十
五
番
地
一
平
成
二
十
四
年
十
月
十
二

和
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

サ
ン
す
ぎ
た
Ｂ
号
室

日

こ
も
れ
び
こ
ど
も
ク
リ
ニ

南
ア
ル
プ
ス
市
在
家
塚
六
十
七
番
地
一
平
成
二
十
四
年
十
一
月
五

ッ
ク

日

藤
田
薬
局

甲
府
市
朝
日
一
丁
目
三
番
十
二
号
甲
府
平
成
二
十
四
年
十
二
月
三

北
口
第
一
生
命
ビ
ル
一
階

日

ハ
ー
ト
フ
ル
薬
局

山
梨
市
七
日
市
場
字
高
芝
原
八
百
四
十
平
成
二
十
四
年
十
二
月
四

九
番
三
号

日

ア
ー
ク
調
剤
薬
局
甲
府
西

甲
府
市
富
竹
一
丁
目
三
番
十
三
号

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日

店山
梨
調
剤
セ
ン
タ
ー
朝
日

甲
府
市
朝
日
三
丁
目
十
一
番
二
十
八
号

店株
式
会
社
日
医
調
剤
あ
さ

甲
府
市
朝
日
三
丁
目
十
一
番
二
十
九
号

ひ
薬
局

中
沢
薬
局
鰍
沢
店

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
鰍
沢
百
八
十
七
番
平
成
二
十
五
年
一
月
四
日

地
一

甲
府
西
聖
愛
ク
リ
ニ
ッ
ク

甲
府
市
富
竹
一
丁
目
三
番
十
号

平
成
二
十
五
年
一
月
七
日

ケ
ア
ー
ズ
富
竹
訪
問
看
護

甲
府
市
富
竹
一
丁
目
二
番
十
一
号

平
成
二
十
五
年
一
月
十
日

リ
ハ
ビ
リ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

ク
ス
リ
の
サ
ン
ロ
ー
ド
薬

上
野
原
市
上
野
原
六
百
九
十
七
番
地

平
成
二
十
五
年
一
月
十
七

局
上
野
原
店

日

竜
王
ペ
イ
ン
（
痛
み
）
ク

甲
斐
市
龍
地
三
千
四
百
六
十
三
番
地
二
平
成
二
十
五
年
二
月
一
日

リ
ニ
ッ
ク

ハ
ー
ト
フ
ル
薬
局
国
母
店

甲
府
市
国
母
五
丁
目
十
六
番
十
九
号

医
療
法
人
な
ゆ
た
会
お
か

甲
斐
市
万
才
八
百
三
十
三
番
地
一

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
二
十
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

三
七
四



べ
内
科
・
神
経
内
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

ア
ト
ム
薬
局
宝
店

甲
府
市
宝
二
丁
目
二
十
五
番
十
号

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十

二
日

は
ら
さ
わ
調
剤
薬
局

甲
府
市
伊
勢
三
丁
目
八
番
三
十
八
号

平
成
二
十
五
年
三
月
一
日

小
澤
こ
こ
ろ
の
ク
リ
ニ
ッ

甲
州
市
塩
山
下
塩
後
三
百
五
十
六
番
地
平
成
二
十
五
年
三
月
八
日

ク

三

'

生
活
保
護
法
に
基
づ
く
指
定
施
術
機
関
の
指
定

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四

十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
施
術
機
関
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

名
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
地

指
　
定
　
年
　
月
　
日

鍼
灸
治
療
専
門
北
村
館

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
五
百
七
平
成
二
十
四
年
十
一
月
一

十
六
番
地

日

と
ば
整
骨
院

韮
崎
市
龍
岡
町
下
條
東
割
七
百
三
十
一
平
成
二
十
四
年
十
二
月
一

番
地
一

日

街
の
ス
ポ
ー
ツ
接
骨
院

南
ア
ル
プ
ス
市
十
五
所
六
百
三
十
三
番
平
成
二
十
五
年
一
月
二
十

地
四

六
日

'

生
活
保
護
法
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
次
の

医
療
機
関
か
ら
、
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
　
地

ハ
ー
ト
フ
ル
薬
局

山
梨
市
七
日
市
場
字
高
芝
原
八
百
五
十
番
地

藤
田
薬
局

甲
府
市
朝
日
一
丁
目
三
番
十
号

お
か
べ
内
科
・
神
経
内
科
ク
リ
ニ
ッ

甲
斐
市
万
才
八
百
三
十
三
番
地
一

ク

'

生
活
保
護
法
に
基
づ
く
指
定
施
術
機
関
の
廃
止
の
届
出

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四

十
九
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
次
の
施
術
機
関
か
ら
、
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
　
地

と
ば
整
骨
院

韮
崎
市
龍
岡
町
若
尾
新
田
五
百
五
十
七
番
地

'

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
変
更
に
伴
う
公
告

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
協
議
を
行
う
に
あ
た

り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
（
茅
ヶ
岳
東
部
地
区
広
域
営
農
団
地
農
道
整
備
事
業
）
の
変
更
後
の
土
地
改

良
事
業
計
画
の
概
要
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
縦
覧
書
類

変
更
後
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
概
要

二
　
縦
覧
期
間

平
成
二
十
五
年
六
月
十
四
日
か
ら
同
年
七
月
十
一
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

韮
崎
市
役
所

甲
斐
市
役
所

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
二
十
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

三
七
五



四
　
意
見
書
の
提
出
方
法

こ
の
事
業
計
画
概
要
に
つ
い
て
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
の
最
終
日
ま
で
に
、
中
北
農
務
事
　

務
所
長
あ
て
書
面
で
提
出
し
て
下
さ
い
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
五
年
五
月
六
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
河
口
湖
西
村
造
園

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
五
千
百
二
十
七
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
西
村
勇

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
二
一
）
第
九
三
四
四
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工

事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
、
造
園
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の

取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
五
年
四
月
十
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
五
年
五
月
十
二
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
室
内
装
飾
や
ぎ

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
丸
の
内
三
丁
目
十
番
十
二
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
八
木
毅
一
郎

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
二
二
）
第
五
九
三
二
号

四
　
処
分
の
内
容
　
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
五
年
四
月
十
五
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
五
年
五
月
十
三
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
ビ
ル
テ
ッ
ク
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
徳
行
四
丁
目
十
番
四
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
望
月
恭
次

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
二
〇
）
第
七
〇
八
五
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係

る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
五
年
四
月
三
十
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
五
年
五
月
十
三
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
ア
ー
ス
ホ
ー
ム
ズ

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
朝
日
二
丁
目
三
番
十
七
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
●
野
孝
江

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
二
〇
）
第
八
七
一
六
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
、

防
水
工
事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
五
年
五
月
八
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
二
十
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

三
七
六



許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
五
年
五
月
十
三
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
都
留
市
大
野
五
番
地
六

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
小
林
克
啓

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
二
〇
）
第
九
二
〇
七
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ

工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
五
年
五
月
一
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
五
年
五
月
十
三
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
岡
建

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
中
巨
摩
郡
昭
和
町
紙
漉
阿
原
十
五
番
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
岡
安
清
盛

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
二
二
）
第
九
五
三
二
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
左
官
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事

業
、
石
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
鉄

筋
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
、
板
金
工
事
業
、
ガ
ラ
ス
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
、

防
水
工
事
業
、
内
装
仕
上
工
事
業
、
熱
絶
縁
工
事
業
、
建
具
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る

一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
五
年
四
月
三
十
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
井
上
建
設
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
巨
摩
郡
富
士
川
町
小
室
二
千
三
百
十
二
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
井
上
和
夫

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
二
三
）
第
四
六
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
五
年
五
月
十
四
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
勝
榮
建
設

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
古
府
中
町
四
千
九
百
十
四
番
地
の
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
大
原
勝
一

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
二
四
）
第
九
五
三
号

四
　
処
分
の
内
容
　
造
園
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
五
年
五
月
十
五
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
二
十
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

三
七
七



一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
石
原
組

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
笛
吹
市
御
坂
町
国
衙
五
百
七
十
三
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
石
原
和
之

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
二
一
）
第
五
四
四
六
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工

事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
鉄
筋
工
事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取

消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
五
年
五
月
十
三
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
望
月
工
務
店

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
巨
摩
郡
早
川
町
保
千
七
百
九
十
二
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
望
月
敏
彦

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
二
二
）
第
八
二
六
七
号

四
　
処
分
の
内
容
　
電
気
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
五
年
五
月
十
四
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
七
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
新
府

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
韮
崎
市
藤
井
町
北
下
條
四
百
十
番
地
の
六

３
　
破
産
管
財
人
の
氏
名
　
清
水
毅

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
二
四
）
第
二
六
七
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工

事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の

取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

基
本
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
五

年
五
月
二
十
八
日
付
け
で
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ

た
。

平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
作
業
種
類
　
基
本
測
量
（「
電
子
国
土
基
本
図
（
地
図
情
報
）」
修
正
測
量
）

二
　
作
業
期
間
　
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
山
梨
県
全
域

'

公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
日
付
け
で
甲
府
河
川
国
道
事
務
所
か
ら
次
の
と
お

り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
作
業
種
類
　
公
共
測
量
（
道
路
計
画
図
作
成
）

二
　
作
業
期
間
　
平
成
二
十
五
年
五
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
北
杜
市

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
二
十
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

三
七
八



山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

富
士
吉
田
市
上
吉
田
字
唐
松
入
四
八
五
三
の
一
、
四
八
五
三
の
三
の
一
部
、
四
八
五
五
の
六
の
一

部
、
四
八
五
五
の
七
の
一
部
、
四
八
五
五
の
八
の
一
部
、
四
八
五
五
の
九
、
四
八
五
八
の
四
の
一
部

及
び
四
八
五
九
の
四
の
一
部
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

富
士
吉
田
市
新
西
原
五
丁
目
五
番
一
号
　
株
式
会
社
岳
麓
自
動
車
教
習
所
　
代
表
取
締
役
　
渡
●

日
出
男

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
小
　
　
俣
　
　
二
　
　
也

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
人
事
委
員
会

規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
第
七
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
七
十
七
条
」
に
、「
の
う
ち
日
中

一
時
支
援
事
業
」
を
「
と
し
て
実
施
す
る
日
中
に
お
け
る
一
時
的
な
見
守
り
等
の
支
援
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
小
　
　
俣
　
　
二
　
　
也

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
二
中
「
第
七
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
七
十
七
条
」
に
、「
の
う
ち
日
中
一
時
支
援
事
業
」

を
「
と
し
て
実
施
す
る
日
中
に
お
け
る
一
時
的
な
見
守
り
等
の
支
援
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
二
十
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

三
七
九



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
二
十
九
号
　
　
平
成
二
十
五
年
六
月
十
三
日

三
八
〇


